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●
外
国
投
資
誘
致
が
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
主
目
的

「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
」
と
い
う
名
称
が
初

め
て
登
場
し
た
の
は
わ
ず
か
六
年
前
の
二
〇
〇
三

年
で
あ
る
。
〇
三
年
一
〇
月
に
バ
リ
で
開
催
さ
れ

た
首
脳
会
議
で
、
第
二 
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
協
和
宣
言

（
バ
リ
・
コ
ン
コ
ー
ド
Ⅱ
）
が
採
択
さ
れ
た
。
こ

こ
で
二
〇
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
域
内
経
済
統
合

の
目
標
と
し
て
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
」

を
初
め
て
掲
げ
た
。
も
と
も
と
の
発
想
は
九
七
年

一
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ビ
ジ
ョ
ン

二
〇
二
〇
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は

二
〇
年
ま
で
の
域
内
中
期
目
標
と
し
て
、「
モ
ノ
、

サ
ー
ビ
ス
、
投
資
の
自
由
な
移
動
、
資
本
の
よ
り

自
由
な
移
動
、
平
等
な
経
済
発
展
、
貧
困
と
社
会

経
済
不
均
衡
の
是
正
が
実
現
し
た
安
定
・
繁
栄
・

競
争
力
の
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
地
域
の
創
造
」

を
目
指
す
と
し
た
。
こ
れ
が
今
日
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

経
済
共
同
体
（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）
の
原
点
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
と
い
う
表
現
は
、
当

時
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
首
相
で
あ
っ
た
ゴ
ー
・
チ
ョ

ク
ト
ン
の
提
案
が
始
ま
り
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

事
務
局
の
セ
ベ
リ
ー
ノ
元
事
務
総
長
は
そ
の
回
顧

録
の
中
で
、
同
首
相
が
「
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
降
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
外
国
投
資
を
誘
致
す
る
力
が
弱
体

化
す
る
中
で
、
統
合
の
深
化
が
（
外
国
投
資
を
惹

き
付
け
る
）
唯
一
の
方
法
」
と
考
え
て
お
り
、「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
地
域
統
合
に
真
剣
で
あ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
が
投
資
家
に
と
っ
て
充
分
に
魅
力
あ
る
大
き

さ
と
多
様
性
を
持
つ
市
場
と
な
る
べ
く
統
合
を
進

め
て
い
く
と
い
う
意
思
表
明
を
意
図
し
た
の
が

『
経
済
共
同
体
』
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
理
由
」

と
述
べ
て
い
る
。

●
Ａ
Ｅ
Ｃ
と
は
何
か

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
は
、
経
済
統
合
の
牽

引
役
で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自
由
貿
易
地
域
（
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
）
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
貿
易
に
か
か
る

枠
組
み
協
定
（
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｓ
）、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
投
資

地
域
（
Ａ
Ｉ
Ａ
）
な
ど
こ
れ
ま
で
の
経
済
協
力
・

統
合
措
置
を
Ａ
Ｅ
Ｃ
の
傘
の
も
と
に
集
約
す
る
と

と
も
に
、
統
合
に
必
要
な
新
た
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済

共
同
体
に
よ
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、「
公
平
な
経
済

発
展
」を
実
現
し
た「
単
一
市
場
と
生
産
基
地
」の
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
統
合
」
さ
れ
た
「
競
争
力

の
あ
る
経
済
地
域
」
を
目
指
す
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
Ａ
Ｅ
Ｃ
構
築
に
際
し
、
欧
州
が

歩
み
、
構
築
を
し
て
き
た
経
済
共
同
体
を
必
ず
し

も
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
欧
州
は
、

五
七
年
に
欧
州
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
設
立
条

約
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
マ
条
約
を
締
結
し
、
関
税
同

盟
と
共
同
市
場
の
設
立
、
経
済
政
策
調
整
を
目
指

し
た
。
欧
州
が
物
品
の
移
動
を
自
由
化
し
、
対
外

共
通
関
税
政
策
を
採
る
関
税
同
盟
を
実
現
し
た
の

は
、
同
条
約
締
結
か
ら
一
一
年
後
の
六
八
年
で
あ

る
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
を
締
結
し
、
サ
ー
ビ

ス
、
資
本
、
人
の
移
動
が
自
由
化
さ
れ
た
共
同
市

場
が
実
現
し
た
の
は
九
三
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
。

前
出
の
セ
ベ
リ
ー
ノ
元
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
総
長

の
回
顧
録
の
な
か
で
は
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共

同
体
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
を
連
想
さ
せ
る
が
、
必
ず
し
も
今

日
の
欧
州
と
同
等
レ
ベ
ル
の
政
治
経
済
統
合
を
意

図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
経
済
統
合
の
柱
で
あ
る
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
先
行
加
盟
六
カ
国
は
一
〇

年
に
、
新
規
加
盟
四
カ
国
は
一
五
年
に
、
域
内
関

税
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
が
欧
州
の
辿
っ
た
関
税
同
盟
の
道
を
歩
む
の
は

現
実
的
に
は
難
し
い
。
一
般
的
に
関
税
同
盟
を
形

成
す
る
に
は
、
最
も
関
税
水
準
の
低
い
国
に
他
の

加
盟
国
が
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
は
ア
ル
コ
ー
ル
類
六
品
目
を
除
き
す
べ
て
関
税

を
撤
廃
し
て
お
り
、
関
税
水
準
は
最
も
低
い
。
一

方
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
は
依
然
と
し
て
国
家
財
政
収
入

を
関
税
に
依
存
し
て
い
る
国
が
あ
る
。
例
え
ば
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
れ
ば
全
税
収
額
に
占
め
る
関
税
収
入

助
川
成
也

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
の
核「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体（
Ａ
Ｅ
Ｃ
）」

特
集

特
集

地域制度としてのASEAN



13 ―アジ研ワールド・トレンドNo.170（2009. 11）

の
比
率
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
先
行
加
盟
国
の
多
く
が

一
桁
台
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は

二
一・三
％
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
二
六・七
％
に
達

す
る
。
関
税
が
国
家
財
政
運
営
の
貴
重
な
財
源
と

な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
加
盟
国
に
と
っ
て
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
水
準
に
合
わ
せ
た
関
税
同
盟
は
、
財
政

危
機
を
招
く
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
る
。

ま
た
、
物
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
、
人
の
移
動

の
自
由
化
が
実
現
し
た
地
域
統
合
は「
共
同
市
場
」

だ
が
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
は
共
同
市
場
と
し
て
は
不
完
全
で

あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
貿
易
面
で
も
、
欧
州
に
比
べ
て

自
由
化
の
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
る
。
第
一
モ
ー
ド

（
サ
ー
ビ
ス
の
越
境
）、
第
二
モ
ー
ド
（
サ
ー
ビ
ス

消
費
者
の
越
境
）
に
つ
い
て
は
自
由
化
さ
れ
る
も

の
の
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
投
資
に
あ
た
る
第
三

モ
ー
ド
（
サ
ー
ビ
ス
業
務
拠
点
の
設
置
）
に
つ
い

て
は
、
Ａ
Ｆ
Ａ
Ｓ
の
最
終
目
標
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

加
盟
国
資
本
に
対
す
る
「
出
資
比
率
上
限
七
〇
％

以
上
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
分
野

を
大
き
く
①
四
優
先
分
野
（
航
空
輸
送
、
ｅ-
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
、ヘ
ル
ス
ケ
ア
、観
光
）、②
ロ
ジ
ス
テ
ィ

ク
ス
、
③
そ
の
他
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
、
に
分

け
、
外
資
出
資
を
緩
和
す
る
。
ま
ず
「
出
資
比
率

上
限
五
一
％
以
上
」
の
実
現
は
、
四
優
先
分
野
で

〇
八
年
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
、
そ
の
他
す
べ
て
の

サ
ー
ビ
ス
で
各
々
一
〇
年
で
あ
る
。
最
終
目
標
の

「
出
資
比
率
上
限
七
〇
％
以
上
」
は
、各
々
一
〇
年
、

一
三
年
、
一
五
年
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
人
の
移
動
で
は
、「
実
業
家
・
熟
練
労
働

者
お
よ
び
才
能
あ
る
人
材
の
移
動
を
促
進
す
る
」

と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
完
全
に
自
由
化
す
る

わ
け
で
は
な
い
。

Ａ
Ｅ
Ｃ
は
む
し
ろ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
核
に
一
部
で
関

連
措
置
の
自
由
化
を
進
め
る「
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
プ
ラ
ス
」

で
あ
り
、
そ
の
自
由
化
と
円
滑
化
の
範
囲
は
日
本

が
進
め
る
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
と
類
似
し

て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
欧

州
が
実
現
し
た
共
同
市
場
と
は
異
な
る
独
自
の
緩

や
か
な
経
済
共
同
体
造
り
を
進
め
て
い
る
。

●
二
〇
一
五
年
の
Ａ
Ｅ
Ｃ
実
現
目
指
す

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
一
五
年
ま
で
に
経
済
共
同
体
を

構
築
す
る
た
め
、
Ａ
Ｅ
Ｃ
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
の
中
で

〇
八
年
か
ら
一
五
年
ま
で
の
八
年
間
を
二
年
毎
に

四
区
分
し
、
必
要
措
置
を
段
階
的
に
実
施
す
る
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
策
定
し
て
い
る
。
Ａ
Ｅ
Ｃ
実
現
に
お

け
る
大
き
な
課
題
は
、
各
種
必
要
措
置
に
つ
い
て

の
実
行
性
の
担
保
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
実

現
の
た
め
、
各
国
は
遅
れ
な
が
ら
も
関
税
削
減
を

履
行
、
遅
れ
た
国
は
遡
及
適
用
な
ど
で
辻
褄
を
合

わ
せ
な
が
ら
措
置
を
実
施
し
て
き
た
。

サ
ー
ビ
ス
や
人
の
移
動
の
自
由
化
な
ど
経
済
共

同
体
創
設
の
た
め
の
必
要
措
置
の
多
く
は
、
既
存

の
国
内
法
制
度
の
改
正
、
調
整
が
不
可
欠
に
な
り
、

Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
以
上
に
手
続
き
や
時
間
、
利
害
関
係
者

と
の
調
整
が
必
要
に
な
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
Ｅ
Ｕ

と
異
な
り
、
市
場
統
合
に
際
し
て
主
権
の
移
譲
が

行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

決
定
事
項
で
あ
っ
て
も
加
盟
各
国
で
の
批
准
な
し

に
は
実
施
出
来
な
い
。
措
置
実
施
を
確
実
化
す
る

に
は
、
罰
則
規
定
の
設
置
が
考
え
ら
れ
る
。
賢
人

会
議
が
策
定
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
案
で
は
、「
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
目
的
、
原
則
、
合
意
へ
の
重
大
な
違

反
や
不
履
行
に
対
し
て
は
、
除
名
を
含
む
、
権
利
、

特
権
の
停
止
な
ど
の
措
置
を
と
る
」
と
記
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
〇
八
年
一
二
月
に
発
効
し
た
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
で
は
、「
重
大
な
憲
章
違
反
」
に

限
り
首
脳
会
議
に
付
託
さ
れ
る
な
ど
範
囲
が
非
常

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

逆
に
経
済
合
意
の
履
行
に
関
し
て
は
、
コ
ン
セ

ン
サ
ス
の
も
と
で
、
準
備
が
出
来
た
段
階
で
後
か

ら
の
参
加
を
容
認
す
る
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
マ
イ
ナ
ス

Ｘ
」
方
式
を
採
れ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
る
な
ど
、

加
盟
国
に
と
っ
て
は
心
地
よ
い
速
度
で
自
由
化
で

き
る
。
そ
の
一
方
、
そ
れ
ら
措
置
を
活
用
す
る
企

業
側
に
と
っ
て
は
、
そ
の
進
捗
状
況
や
措
置
実
施

遅
延
国
が
い
つ
自
由
化
す
る
か
な
ど
見
え
に
く
い

と
い
う
欠
点
も
あ
る
。
同
方
式
の
も
と
措
置
実
行

が
有
名
無
実
化
さ
れ
れ
ば
、
投
資
家
か
ら
の
信
用

は
失
墜
す
る
事
態
に
な
り
か
ね
な
い
。
現
時
点
で

措
置
実
施
を
促
す
決
め
手
は
な
く
、
加
盟
各
国
は

進
捗
状
況
を
管
理
す
る
Ａ
Ｅ
Ｃ
ス
コ
ア
カ
ー
ド
な

ど
を
用
い
、
様
々
な
場
面
で
ピ
ア
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
か
け
続
け
る
し
か
な
い
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の

リ
ー
・
ク
ア
ン
ユ
ー
顧
問
相
は
、
日
本
経
済
新
聞

社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
え
、
一
五
年
の
Ａ
Ｅ
Ｃ

構
築
に
つ
い
て
「（
期
限
ま
で
）
あ
と
六
年
し
か

な
い
。
実
現
に
向
け
て
前
進
は
す
る
が
、
共
同
体

と
し
て
実
際
に
機
能
す
る
に
は
時
間
が
必
要
」
と

早
く
も
期
限
内
実
現
を
諦
め
て
い
る
。

●
単
一
の
市
場
と
生
産
基
地
を
目
指
す

Ａ
Ｅ
Ｃ
実
現
の
た
め
、
加
盟
国
は
一
七
の
コ
ア

エ
レ
メ
ン
ト
の
も
と
、
全
七
七
措
置
の
実
施
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
措
置
実
施
の
工
程
表
が

ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
。
と
く
に
「
単
一
市
場

と
生
産
基
地
」
の
実
現
に
は
、
全
一
七
の
コ
ア
エ

レ
メ
ン
ト
の
う
ち
、
①
物
品
、
②
サ
ー
ビ
ス
、
③

投
資
、
の
自
由
な
移
動
、
④
資
本
、
⑤
熟
練
労
働
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者
、
の
よ
り
自
由
な
移
動
、
⑥
統
合
優
先
分
野
、

⑦
食
料
・
農
業
・
林
業
、
な
ど
計
七
つ
、
全
体
の

四
割
を
占
め
る
三
一
措
置
が
掲
げ
ら
れ
る
な
ど
最

も
注
力
さ
れ
、
最
も
具
体
的
な
分
野
で
あ
る
。

「
単
一
市
場
と
生
産
基
地
」
の
核
で
あ
る
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
は
、
九
二
年
一
月
に
経
済
相
会
議
で
「
Ａ
Ｆ

Ｔ
Ａ
の
た
め
の
共
通
効
果
特
恵
関
税（
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｔ
）

協
定
」
を
署
名
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
翌
九
三
年

か
ら
関
税
削
減
を
開
始
し
た
が
、
当
初
の
目
標
は

〇
八
年
ま
で
に
適
用
対
象
品
目
（
Ｉ
Ｌ
）
の
関
税

率
を
〇
～
五
％
に
削
減
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
な
ど

大
き
な
外
部
環
境
の
変
化
を
受
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
「
中
心
性
」
の
維
持
・
確
保
の
た
め
統
合
を
加

速
化
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
目
標
を
打
ち
出
す

こ
と
で
外
国
投
資
家
の
関
心
の
繋
ぎ
止
め
を
図
っ

た
。
先
行
加
盟
国
は
Ｉ
Ｌ
の
「
〇
～
五
％
化
」
を

五
年
前
倒
し
で
〇
三
年
に
達
成
、
一
〇
年
の
関
税

撤
廃
は
目
前
に
迫
っ
て
い
る
。
新
規
加
盟
国
も

一
五
年
の
関
税
撤
廃
を
目
指
し
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年

で
一
二・七
六
％
で
あ
っ
た
加
盟
国（
当
時
五
カ
国
）

の
単
純
平
均
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
特
恵
関
税
率
は
、
先
行
加

盟
国
が
五
年
前
倒
し
で
「
Ｉ
Ｌ
の
〇
～
五
％
化
」

を
達
成
し
た
〇
三
年
に
は
二・
三
九
％
、
〇
九
年

で
は
〇・九
七
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
、
研
究
者
の
間
で
「
低

水
準
」、「
利
用
さ
れ
て
い
な
い
」
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
揶
揄

さ
れ
て
き
た
。
〇
九
時
点
で
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
品
目
数

ベ
ー
ス
の
自
由
化
率
を
み
る
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
全

体
で
九
九・
一
％
と
な
る
な
ど
、
今
や
例
外
品
目

の
少
な
い
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｉ
Ｌ
の

う
ち
七
〇
％
で
関
税
が
既
に
撤
廃
さ
れ
て
い
る
が
、

と
く
に
先
行
加
盟
国
は
八
五
％
を
超
え
て
い
る
。

ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
の
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
特
恵
関

税
水
準
の
低
下
と
原
産
地
規
則
の
柔
軟
化
に
よ
り
、

Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
今
や
高
水
準
か
つ
ア
ジ
ア
域
内
で
最

も
利
用
さ
れ
て
い
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
な
っ
て
い
る
。
企

業
が
輸
出
者
と
し
て
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
利
用
す
る
際
、
①

特
恵
マ
ー
ジ
ン
の
幅
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
特
恵
税
率
と
Ｍ
Ｆ

Ｎ
税
率
と
の
関
税
差
）、
②
当
該
品
目
の
原
産
地

規
則
を
満
た
す
こ
と
が
出
来
る
か
、
な
ど
も
検
討

す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ
ェ
ト
ロ
（
〇
九
）
調
査
で

は
在
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
日
系
製
造
企
業
が
Ｆ
Ｔ
Ａ
利
用

に
踏
み
切
る
特
恵
マ
ー
ジ
ン
は
平
均
で
五・
二
％

だ
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
資
料
を
も
と
に
品

目
毎
に
計
算
し
た
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
平
均
特
恵
マ
ー
ジ

ン
（
〇
九
年
。
た
だ
し
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
除
く
）
は

六・五
％
と
、
利
用
条
件
で
あ
る
五・二
％
を
上
回

り
、
利
用
条
件
は
整
っ
て
き
て
い
る
（
表
１
）。

平
均
特
恵
マ
ー
ジ
ン
が
五・二
％
以
上
で
あ
る
品

目
の
割
合
は
、
先
行
加
盟
国
で
は
タ
イ
が
最
大
で

三
七・四
％
、
こ
れ
に
マ
レ
ー
シ
ア
が
三
四・九
％
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
三
〇・
〇
％
で
続
く
。
新
規
加

盟
国
は
概
し
て
Ｍ
Ｆ
Ｎ
税
率
が
高
い
た
め
特
恵

マ
ー
ジ
ン
幅
も
大
き
い
。

一
方
、
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
特
恵
関
税
の
適
用
を
受
け
る

に
は
、
当
該
製
品
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
原
産
品
で
あ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
判
定
を
す
る
の
が
原
産
地
規

則
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
原
産
地
規
則

は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
累
積
付
加
価
値
率
（
Ｒ
Ｖ
Ｃ
）

四
〇
％
以
上
」
で
あ
っ
た
。
付
加
価
値
基
準
は
、

例
え
ば
為
替
レ
ー
ト
や
原
材
料
費
の
変
動
な
ど
に

よ
っ
て
原
産
地
比
率
が
変
動
す
る
な
ど
特
有
の
欠

点
が
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
東
ア
ジ
ア
で
自
ら

の
「
中
心
性
」
を
維
持
・
確
保
す
る
に
は
、
取
引

を
阻
害
し
な
い
最
も
自
由
度
の
高
い
原
産
地
規
則

へ
の
移
行
が
不
可
欠
と
し
た
。
〇
七
年
八
月
に
開

催
さ
れ
た
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
評
議
会
は
、
原
産
地
規
則
の

一
般
原
則
を
Ｒ
Ｖ
Ｃ
と
関
税
番
号
変
更
基
準
（
Ｃ

Ｔ
Ｃ
）
の
「
選
択
性
」
へ
移
行
す
る
こ
と
を
決
定
、

〇
八
年
八
月
に
加
盟
国
は
一
斉
に
「
選
択
性
」
を

導
入
し
た
。
選
択
制
の
導
入
で
、
企
業
に
と
っ
て

調
達
の
幅
が
広
が
る
な
ど
、
生
産
拠
点
と
し
て
の

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
位
置
付
け
が
高
ま
っ
た
。

タ
イ
の
対
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
輸
出
に
お
け
る
利
用
率

は
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
利
用
す
る
必
要
が
な
い
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
を
除
き
、
〇
〇
年
時
点
で
六・
四
％
に
過

ぎ
な
か
っ
た
が
、
関
税
水
準
の
低
減
、
原
産
地
規

則
の
緩
和
な
ど
も
あ
り
、
〇
八
年
に
は
二
六・八
％

に
達
し
た
。
と
く
に
タ
イ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
向
け

輸
出
で
の
利
用
率
は
六
割
を
超
え
て
い
る
。

●
非
関
税
措
置
削
減・撤
廃
に
踏
み
出
す

Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
り
関
税
な
ど
表
面
上
の
自
由
化

が
進
展
し
て
も
、
取
引
を
妨
げ
る
慣
行
や
措
置
が

あ
れ
ば
、
そ
の
経
済
効
果
は
縮
減
さ
れ
る
。
そ
れ

ら
は
非
関
税
措
置・障
壁
と
い
わ
れ
る
が
、
安
全・

健
康
上
な
ど
の
理
由
か
ら
衛
生
植
物
検
疫
措
置

（
Ｓ
Ｐ
Ｓ
）
な
ど
Ｗ
Ｔ
Ｏ
な
ど
で
認
め
ら
れ
て
い

る
非
関
税
措
置
で
あ
っ
て
も
、
恣
意
的
に
運
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
貿
易
を
阻
害
す
る
非
関

税
障
壁
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
ジ
ェ
ト
ロ
（
参
考

文
献
⑧
）
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
関
税
撤
廃

と
非
関
税
障
壁
撤
廃
の
経
済
効
果
を
試
算
し
た
と

こ
ろ
、
非
関
税
障
壁
撤
廃
の
経
済
効
果
は
関
税
撤

廃
に
比
べ
圧
倒
的
に
大
き
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
事
務
局
は
非
関
税
措
置
の
透
明
性

の
向
上
を
目
指
し
、
各
国
が
保
有
し
て
い
る
非
関

国　名 総品目数
平均特恵マージン

≧5.2％
（構成比）

タ イ 8,301 10.7 37.4
インドネシア 8,737 6.0 30.0
マレーシア 12,332 7.9 34.9
フィリピン 8,874 ― ―
ブ ル ネ イ 10,702 4.1 21.8
シンガポール 8,316 0.0 0.0
先行加盟国 57,262 5.8 25.5

表１　ASEAN各国の平均特恵マージン

国　名 総品目数
平均特恵マージン

≧5.2％
（構成比）

ベ ト ナ ム 8,300 8.8 43.4
カンボジア 10,689 9.1 49.6
ラ オ ス 8,300 8.6 42.2
ミャンマー 10,689 3.3 19.6
新規加盟国 37,978 7.3 38.1
A S E AN 1 0 95,240 6.5 31.0

（出所）	 	「Consolidated	2008	CEPT	Package」をもと
に筆者作成。

（注）	1）	 	MFN税率は2008年。AFTA税率は2009年。
マレーシアのみ2008年。

	 2）	 	フィリピンはMFN税率の記載がないため、
算出出来ない。
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税
措
置
の
報
告
を
求
め
る
と
と
も
に
、
他
の
加
盟

国
も
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
う
え
、
非
関
税
措
置

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
、
同
措
置
の
可
視
化
に
努

め
て
い
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
非
関
税
措
置
・
障
壁

に
つ
い
て
、
貿
易
的
制
限
措
置
を
新
た
に
導
入
し

な
い
ス
タ
ン
ド
ス
テ
ィ
ル
、
既
存
の
貿
易
制
限
措

置
を
段
階
的
に
削
減
・
撤
廃
す
る
ロ
ー
ル
バ
ッ
ク

の
原
則
の
下
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
除
く
先
行
加
盟
国

は
一
〇
年
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
二
年
、
新
規
加
盟

国
は
柔
軟
性
を
も
っ
て
一
五
年
か
ら
一
八
年
ま
で

に
、
す
べ
て
の
非
関
税
障
壁
を
撤
廃
す
る
。
各
々

の
撤
廃
期
限
の
三
年
前
か
ら
毎
年
三
段
階
に
分
け

て
非
関
税
措
置
を
撤
廃
し
て
い
く
。

安
藤
（
参
考
文
献
④
）
は
、
非
関
税
措
置
が
ど

れ
だ
け
の
割
合
の
品
目
に
課
さ
れ
て
い
る
か
、
そ

の
適
用
範
囲
を
示
すFrequency ratio

を
用

い
て
分
析
し
て
い
る
。
非
関
税
措
置
を
価
格
規
制
、

金
融
規
制
、
数
量
制
限
な
ど
、
直
接
的
・
明
示
的

に
貿
易
障
壁
に
な
る
も
の
を
コ
ア
非
関
税
措
置
、

間
接
的
で
恣
意
的
な
運
用
に
よ
っ
て
貿
易
障
壁
に

な
り
得
る
も
の
を
非
コ
ア
非
関
税
措
置
と
に
分
類

し
た
。
安
藤
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
非
関
税
措
置
の
特

徴
と
し
て
、
ほ
ぼ
半
分
の
品
目
（
四
九
％
）
に
直

接
的
・
間
接
的
な
非
関
税
措
置
が
課
さ
れ
て
お
り
、

一
割
程
度
に
は
コ
ア
・
非
コ
ア
非
関
税
措
置
の
双

方
が
課
さ
れ
る
な
ど
複
雑
な
形
で
保
護
が
図
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
コ
ア
の
非
関
税
措
置
に
比
べ
て
非

コ
ア
措
置
のFrequency ratio

が
高
い
こ
と

か
ら
恣
意
的
な
運
用
等
に
よ
っ
て
貿
易
障
壁
に
な

り
得
る
非
関
税
措
置
が
よ
り
幅
広
く
用
い
ら
れ
て

お
り
、
偽
装
し
た
貿
易
保
護
手
段
が
存
在
す
る
可

能
性
が
高
い
こ
と
、
等
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
非
関
税
措
置
の
削
減
・
撤
廃
は
国
内
法

の
改
正
を
伴
う
も
の
も
多
く
、
一
般
的
に
関
税
に

比
べ
削
減
・
撤
廃
は
難
し
く
、
時
間
を
要
す
る
。

し
か
し
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
貿
易
の
自
由
化
に
は
非

関
税
障
壁
の
削
減
・
撤
廃
が
不
可
欠
と
し
、
可
視

化
し
た
う
え
で
、
不
透
明
か
つ
適
用
す
る
う
え
で

差
別
的
・
科
学
的
根
拠
が
な
い
措
置
を
中
心
に
削

減
・
撤
廃
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
評
価
す
べ

き
で
あ
る
。

●
最
後
に

鳩
山
新
政
権
は
、
ア
ジ
ア
外
交
の
柱
と
し
て
東

ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
現
在
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
含
む
東
ア
ジ
ア
地
域
で
構
築
が
検

討
さ
れ
て
い
る
広
域
経
済
圏
は
、
日
本
が
主
導
す

る
東
ア
ジ
ア
包
括
的
経
済
連
携
（
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｅ
Ａ
：

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
６
）
構
想
、
中
国
・
韓
国
が
推
進

す
る
東
ア
ジ
ア
自
由
貿
易
地
域
（
Ｅ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
：

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
）
構
想
の
二
つ
が
あ
る
。
二
つ

の
広
域
経
済
圏
構
想
は
、
各
々
関
係
国
有
識
者
の

間
で
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
今
年
八
月
に
開

催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
相
会
議
で
、
こ
れ
ら

二
つ
の
研
究
の
最
終
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
同

報
告
書
に
は
、
こ
れ
ら
構
想
を
政
府
間
で
研
究
す

る
よ
う
提
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｐ
Ｅ

Ａ
、
Ｅ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
も
首
脳
間
の
合
意
を
も
っ
て

政
府
間
研
究
に
格
上
げ
、
こ
れ
ら
構
想
は
実
現
に

向
け
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
経
済
共
同
体
構
築
作
業
に
つ
い

て
関
税
措
置
以
外
は
そ
の
実
施
に
大
き
な
困
難
を

伴
う
こ
と
が
想
像
に
難
く
な
い
。
東
ア
ジ
ア
広
域

経
済
圏
構
想
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
占
め
る
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
一
〇
カ
国
で
実
現
が
出
来
な
い
措
置
は
、
広

域
経
済
圏
で
も
実
現
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
は
東

ア
ジ
ア
広
域
経
済
圏
構
想
を
広
範
囲
か
つ
高
度
な

も
の
に
す
る
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
共
同
体
構

築
に
積
極
的
に
関
与
、
よ
り
高
い
水
準
の
統
合
実

現
に
向
け
支
援
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
す
け
が
わ　

せ
い
や
／
日
本
貿
易
振
興
機

構　

海
外
調
査
部
ア
ジ
ア
大
洋
州
課
）
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〇
六
年
四
月
）。

⑥  D
enis H

ew
(2007), B

rick by B
rick : T

he 
B

uilding of an A
SE

A
N

 E
conom

ic C
om

-
m

unity, ISE
A

S Singapore.

⑦
リ
ー
・
ク
ア
ン
ユ
ー
「
世
界
を
語
る
」
日
本
経

済
新
聞
（
二
〇
〇
九
年
九
月
六
日
付
七
面
）。

⑧
ジ
ェ
ト
ロ
「
ジ
ェ
ト
ロ
貿
易
投
資
白
書
」

（
二
〇
〇
七
年
版
）。

表２　ASEAN各国における非関税措置適用の実態（frequency	ratio）
全　体 コ　ア 非コア

ブ ル ネ イ 45.5 29.1 32.2
インドネシア 100.0 44.9 100.0
マ レ ー シ ア 43.1 36.0 21.0
フ ィ リ ピ ン 100.0 4.8 100.0
シンガポール 27.2 21.3 14.1
タ イ 10.9 3.7 8.7
カ ン ボ ジ ア 5.9 4.0 3.5
ラ オ ス 19.9 ― 19.9
ミ ャ ン マ ー 100.0 100.0 7.9
ベ ト ナ ム 33.8 21.9 13.9
A S EAN全体 48.6 26.6 32.1 （出所）安藤（2009）。




